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システムの入力方法について 

 

＜埼玉県電子入札共同システムを使用する際の注意点＞ 

(1) セキュリティの問題上、３０分以上システムを操作しないと、自動的にログアウトします。 

 また、それまでに入力していた内容は保存されませんので、ご注意ください。 

(2) 画面左上のブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。前の画面に戻る場合は必ず 

画面上の「キャンセルして戻る」または、「戻る」ボタンを使ってください。 

(3) 操作を終了して画面を閉じる場合は、右上の□×印をクリックします。（ログアウトボタンはありま

せん。） 

 
  ◎システム操作・システム不具合に関するお問い合わせ先 

   ヘルプデスク（平日８：３０～１７：３０） 

   電話 ０４８－８３０－２２６３ 

   電子メール a2720-06@pref.saitama.lg.jp 

 
 
 
１．埼玉県のトップページ    埼玉県ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/ 
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 ２．「埼玉県電子入札総合案内（工事・物品）」画面 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

３．「システム入口」画面 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

４．「業務区分の選択」画面 

  
 
 
 
 
 
 
 

１ を選択します 

競争入札参加資格申請受付システム

をクリックします 

ここをクリックしてくだ

さい！をクリックします 
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５．「ログイン」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・ユーザＩＤ：数字１０桁 

 ・パスワード：8 文字 

 
※ ユーザＩＤとパスワードについてご不明な点は、代表窓口自治体にお問い合わせください。 

 

 

 

６．工事等申請受付システムメインページ① 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※「変更申請書作成」ボタンをクリックできないときは・・・ 
    前回行った変更申請等の処理を完了していない自治体があるとクリックできません。 
    処理を完了していない自治体の「ステータス」は、以下のとおりとなりますので、該

当自治体に処理状況を問い合わせてください。 
 
      ①「審査済」と「審査中」が混在している場合 → 「審査中」の自治体 
      ②「受付済」と「審査中」が混在している場合 → 「受付済」の自治体 

「２ 変更申請書作成」

を選択します。 
(クリックできないとき

は下記参照) 

ここをクリックすると

４「業務区分の選択」

画面に戻り、ログアウ

トになります。 

登録されている自治体が表示されます。 

「平成 2３年・2４年」の

ラジオボタンをクリック

します。 

ユーザＩＤとパスワード

を入力して「送信」ボタン

をクリックします。 

ここをクリックすると、現在の登

録状況を確認できます。 
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 画面の名称と変更申請を行う項目について 

 

画面の名称 変更申請を行う項目 
頁 

① 共通・基本情報 

商号又は名称  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5~7 

本店又は主たる営業所の所在地 

本店又は主たる営業所の電話番号、ＦＡＸ番号、

電子メールアドレス 
法人の代表者 

法人の代表者の役職名又は氏名（改姓・改名等）

個人事業主の氏名（改姓・改名等） 

代理人 

代理人を置く営業所の名称又は所在地 

代理人の電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールア

ドレス 

代理人の役職名 

代理人の氏名（改姓・改名等） 

申請事務担当者（部課係名、氏名、電話番号、

ＦＡＸ番号、電子メールアドレス、行政書士名、

行政書士連絡先電話番号） 

② 建設工事情報登録（共通） 
建設業許可番号  

8 監理技術者数 
③ 建設工事情報登録（個別） 

（建設工事を登録している場合） 
登記上の本店所在地 
（実際の住所と異なる場合のみ） 

 
10 

④ 設計・調査・測量情報（共通）登録 設計・調査・測量における登録の有無 
 
13~14

⑤ 設計・調査・測量情報登録（個別） 
（設計・調査・測量を登録していて、建設

工事を登録していない場合） 

登記上の本店所在地 
（実際の住所と異なる場合のみ） 

 
16 

⑥ 土木施設維持管理情報登録（個別） 
（土木施設維持管理のみを登録している 

 場合） 

登記上の本店所在地 
（実際の住所と異なる場合のみ） 

 
20 

 
 ○登記上の本店所在地が実際の住所と異なる場合に、登記上の本店所在地の変更を行うときは、

建設工事、設計・調査・測量、土木施設維持管理の３業務のうち、最初に通る業務の個別情報

画面で変更を行います。 
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共  通 
７．「変更申請書作成」画面   

  →「共通・基本情報」を変更する画面です。 

     変更できる事項のみ入力が可能です。 

 
〔注意〕 

    入力欄の前に★が付いている項目は、入力必須項目です。必ず入力してください。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商号等 

商号又は名称 

（全角カナ） 

全角カタカナ 30

文字以内 
法人の種類を表す名称「例：（カブ）等」は除いてください。「ャ・ュ・ョ・ッ」

は大文字「ヤ・ユ・ヨ・ツ」で入力し、「・」は除いてください。  

例： Ｈ・Ｇ株式会社 → エツチジー 

商号又は名称 全角30 文字以内 法人の種類を表す名称も省略しないで入力してください。 

「例：（株）→ 株式会社」 

会社名との間は１文字空けないでください。 

代表者役職名 

（謄本どおり） 

全角30 文字以内 登記事項証明どおりに入力してください。 

代表者氏名 

（全角カナ） 

全角カタカナ 30

文字以内 

姓と名の間は空けないで入力してください。 

 

（外字は便宜上他の平易な漢字・カタカナ等に置き換えてください。） 代表者氏名 全角20 文字以内 

電話番号 半角数字 12 桁以

内 

本店（主たる営業所）の番号を入力してください。 

市外局番から－（ハイフン）で区切ってください。 

ファクシミリ番

号 

半角数字 12 桁以

内 
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申請事業所情報 

事業所名 全角30 文字以内 変更後の名称を全角で入力してください。 

事業所の名称のみを変更する場合が対象です。 

申請事業所を変更する場合（代理人の廃止・新設を含む）は、「事業所

間の契約権限の変更」となります。 

システムではなく、各自治体に書面で申請することとなります。 

申請にあたっては、事前に変更を行う自治体へご相談ください。 

郵便番号 半角数字７桁以内 郵便番号を半角数字で入力してください。 

「住所検索」ボタンは使用しないでください。 

都道府県名 リスト選択 都道府県名をリストから選択してください。 

市町村名（埼玉県

内のみ） 

選択 「市町村選択」ボタンをクリックして、市町村名を選択してください。

字等（埼玉県外の

場合は区市町村か

ら） 

全角40 文字以内 字等を全角で入力してください。 

ビル名 全角30 文字以内 ビル名を全角で入力してください。 

代表者役職名 全角30 文字以内 申請事業所の代表者（契約権者）の役職名を入力してください。 

代表者氏名 

（全角カナ） 

全角カタカナ 20

文字以内 

姓と名の間は空けないで入力してください。 

 

（外字は便宜上他の平易な漢字・カタカナ等に置き換えてください。） 代表者氏名 全角20 文字以内 

電話番号 半角数字 12 桁以

内 

申請事業所の番号を入力してください。市外局番から－（ハイフン）で

区切ってください。 

ファクシミリ番号 半角数字 12 桁以

内 

電子メールアドレ

ス 

半角50 文字以内 電子証明書を購入した際登録した電子メールアドレスを記入してくだ

さい。電子証明書を購入していない場合は空欄にしてください。 

本店又は主たる営業所の所在地 

都道府県名 リスト選択 本店・主たる事業所の都道府県名を選択してください。 

市町村名 

（埼玉県内のみ） 

選択 市町村名を選択してください。 

字等（埼玉県外の

場合は区市町村か

ら） 

全角40 文字以内 字等を全角で入力してください。 

ビル名 全角30 文字以内 ビル名を全角で入力してください。 

 

「住所検索」ボタンは使用

しないでください。 



 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請事務担当者 

所属事業所・部課係名 全角20 文字以内 この申請についての問い合わせに対応できる担当者の所属・氏名を

入力してください。 担当者氏名 全角20 文字以内

電話番号 半角数字 12 桁以

内 

この申請についての問い合わせができる番号を入力してください。

市外局番から－（ハイフン）で区切ってください。 

ファクシミリ番号 半角数字 12 桁以

内 

電子メールアドレス 半角50 文字以内 この申請についての問い合わせができるアドレスを入力してくださ

い（ある場合のみ） 

行政書士氏名 全角20 文字以内 行政書士が代理申請する場合は入力してください。 

電話番号は市外局番から－（ハイフン）で区切ってください。 行政書士連絡先電話番

号 

半角数字 12 桁以

内 

 

入力後このボタンをクリックします。 

（この画面以外に変更する項目がない場合も必ずク

リック。） 

 

・建設工事の登録がある場合 → 次ページへ 

・建設工事の登録がなく、設計・調査・測量の登 

 録がある場合         → １３ページへ 

・土木施設維持管理のみの登録の場合 

              → １９ページへ 

変更申請を取りやめるときに

クリックします。 
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建設工事 
８．「建設工事情報登録（共通）」画面  

  →建設業許可番号、監理技術者数を変更する画面です。 

   変更がない場合は、そのまま次の画面へ進みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

許可番号（左欄） 半角数字

2 桁以内 

 

許可を受けた行政庁のコードを入力してください。 

○注 年度ではありません。 

00 国土交通大臣   16 富山県知事   32 島根県知事 

01 北海道知事    17 石川県知事   33 岡山県知事 

02 青森県知事    18 福井県知事   34 広島県知事 

03 岩手県知事    19 山梨県知事   35 山口県知事 

04 宮城県知事    20 長野県知事   36 徳島県知事 

05 秋田県知事    21 岐阜県知事   37 香川県知事 

06 山形県知事    22 静岡県知事   38 愛媛県知事 

07 福島県知事    23 愛知県知事   39 高知県知事 

08 茨城県知事    24 三重県知事   40 福岡県知事 

09 栃木県知事    25 滋賀県知事   41 佐賀県知事 

10 群馬県知事    26 京都府知事   42 長崎県知事 

11 埼玉県知事    27 大阪府知事   43 熊本県知事 

12 千葉県知事    28 兵庫県知事   44 大分県知事 

13 東京都知事    29 奈良県知事   45 宮崎県知事 

14 神奈川県知事   30 和歌山県知事  46 鹿児島県知事 

15 新潟県知事    31 鳥取県知事   47 沖縄県知事 

許可番号（右欄） 半角数字

6 桁以内 

６桁の新しい許可番号を入力してください。 

監理技術者数 半角数字

6 桁以内 
直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、財団法人建設業技術センター

から「監理技術者資格証」の交付を受けた者の人数を入力してください。

人数は事業所の人数ではなく、会社全体の人数を入力してください。 

入力後（変更がない場合はそのまま）

このボタンをクリックします。 

前画面へ戻ります。
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建設工事 
９．「申請自治体選択(個別情報)」画面  

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(個別情報の修正を行う場合) 
 ※ 登記上の所在地と実際の所在地が異なる場合で、登記上の所在地の変更を行う場合は、登 

  録している自治体すべての個別情報を修正する必要があります。代表窓口自治体の変更終了 

  後、この画面に戻って他の申請先自治体の変更を行います。 

 

建設工事の登録をして

ある自治体の欄に「登

録済」が表示されてい

ます。 

前画面へ戻ります。

個別情報を変更しない場合、

代表窓口自治体以外の自治

体の｢申請｣ボタンはクリッ

クする必要はありません。 

代表窓口自治体の「申請」ボタンをクリックします。 
※個別情報を変更しない場合も、代表窓口自治体の「申請」ボタンを 
 クリックしてください。  
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建設工事 １０．「建設工事情報（個別）登録」画面   

   → 登記上の本店所在地が実際の住所と異なる場合に、 

       登記上の本店所在地の変更を行う画面です。 

     変更がない場合は、そのまま次の画面へ進みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入力後（変更がない場合はそのまま）

「確認」ボタンをクリックします。 

前画面へ戻ります。

入力できるのは「予備欄１」のみです。 

※共通・基本情報の本店又は主たる営業所の所在地が登記（又は住民

登録）上の本店の所在地と異なる場合のみ入力します。 

 変更が生じた場合、所在地を都道府県名から入力してください。 

（全角80 文字以内） 
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確認後、「登録」ボタンを

クリックします。 

内容に誤りがあった場合はここをク

リックすると前画面へ戻ります。 

建設工事 １１．「申請書入力データ登録確認」画面 

    → 「基本・共通情報」画面、「建設工事情報登録（共通）」画面及び 

      「建設工事情報登録（個別）」画面で入力を行った変更内容を確認します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更申請の手続きを中断したい場合 

  「登録」ボタンをクリックした後、入力作業を中断していったんログアウトし、時間をおいて再度ロ

グインして変更申請の続きを行うことができます。 

「登録」ボタンをクリックしなければ入力内容は保存できません。「登録」ボタンをクリックする前

にログアウトした場合は、入力した内容は保存されませんので、ご注意ください。 
 

入力を行った項目の「更

新後」の欄に変更後の内

容が表示されます。 

「印刷」ボタンをクリックする

と、この画面を印刷することが

できます。 

※ 印刷をする際は、プリンタ  

 の詳細設定で原稿の向きを  

「縦」に設定してください。 
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建設工事 
１２．「データ登録完了」画面 

   →建設工事のデータの入力が完了した状態です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設計・調査・測量の登録がある場合表示される

ボタンです。 

 設計・調査・測量における登録の有無を変更す

る場合は、このボタンをクリックします。 

 

※土木施設維持管理を登録している場合は、「土木施設

維持管理情報（共通）登録」ボタンが表示されます。 

 変更できる項目はありませんので、クリックする必要

はありません。

入力がすべて終了した場合は、ここをクリックします。

「工事等申請受付システムメインページ」（→ ２２ペー

ジ）へ進み、登録内容を確認後、入力データの送信を

行ってください。 

 個別情報を変更する（登記上の 

所在地と実際の所在地が異なる場 

合に登記上の所在地を変更する） 

場合のみ、このボタンをクリック 

します。 

 ９ページ「申請自治体選択」画 

面からこの画面までの入力を、申 

請自治体数分、繰り返します。 
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設計・調査・測量１３．「設計・調査・測量情報（共通）登録」画面 

   →設計・調査・測量における登録の有無を変更する画面です。 

    変更がない場合は、そのまま次の画面へ進みます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登録業務 

登録状況 ラジオ選

択 
登録の有無を選択してください。 

登録番号 全 角 20

文字以内 
登録通知書、登録証明書、更新通知書等に記載された番号を入力してください。 

測量業登録及び建築士事務所の登録は申請する事業所、それ以外の登録は法人の登録状

況を入力してください。個人事業者の場合申請事業者の登録状況を入力してください。

測量業登録及び建築士事務所の登録については、登録番号の後ろに（   ）で、登録

している事業所名を入力してください。 

次の例に準じてください。 

 【例】 ・ 測 量 業 者 登 録 → 第××○△号（本店又は○○支店等） 

     ※ 申請事業所（者）で測量業者登録が「無」になると登録できません。

    ・ 建 築 士 事 務 所 登 録 → 第○△○号（本店又は○○支店等） 

     ・ 地 質 調 査 登 録 → 質○○第×△△号 

     ・ 補 償 コンサルタント登 録 → 補○○第○○××号 

     ・ 建 設 コンサルタント登 録 → 建○○第×○○△号 

     ・ 不 動 産 鑑 定 業 者 登 録 → 登録（○）第△○×号 

     ・ 計 量 証 明 事 業 登 録 → ○○第××△△○号 

登録機関名 全 角 20

文字以内 
次の例に準じてください。   

【例】「国土交通省関東地方整備局」、「埼玉県知事」 等 
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登録年月日 半角数字

8 桁以内 
西暦で「年」「月」「日」を除いて８桁で入力してください。 

（例）20１０年7 月1 日 → 20１０0701 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入力後（変更がない場合は、その

まま）このボタンをクリックしま

す。 

この画面の変更を取りやめる場合、ここをクリックして

前の画面へ戻ります。 

建設工事の登録がない場合 → ５ページへ 

建設工事の登録がある場合 → ２２ページへ 
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設計・調査・測量
１４．「申請自治体選択(個別情報)」画面 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(個別情報の修正を行う場合) 
  登記上の所在地と実際の所在地が異なる場合で、登記上の所在地の変更を行う場合は、登録し 

 ている自治体すべての個別情報を修正する必要があります。代表窓口自治体の変更終了後、こ 

 の画面に戻って他の申請先自治体の変更を行います。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前画面に戻ります。

設計・調査・測量の登録をして

ある自治体の欄に「登録済」が

表示されています。 

代表窓口自治体の「申請」ボタンをクリックします。 
※個別情報を変更しない場合も、代表窓口自治体の「申請」 ボタン 
 をクリックしてください。  

個別情報を変更しない場合、

代表窓口自治体以外の自治体

の｢申請｣ボタンはクリックす

る必要はありません。 
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設計・調査・測量
１５．「設計・調査・測量情報登録（個別）」画面 

    → 登記上の本店所在地が実際の住所と異なる場合に、 

      登記上の本店所在地の変更を行う画面です。 

    変更がない場合は、そのまま次の画面へ進みます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

入力後（変更がない場合は、

そのまま）「確認」ボタンを

クリックします。 

前画面へ戻ります。 

入力できるのは「予備欄１」のみです。 

 ※共通・基本情報の本店又は主たる営業所の所在地が登記（又は住

民登録）上の本店の所在地と異なる場合のみ入力します。 

 変更が生じた場合、所在地を都道府県名から入力してください。 

（全角80 文字以内） 

 

※ 建設工事を登録している場合は、「建設工事情報登録（個別）」画面

（→ １０ページ）と同じ内容が表示されています。 



 17

ここをクリック 

設計・調査・測量
１６．「申請書入力データ登録確認」画面 

  「共通・基本情報」画面、「設計・調査・測量情報（共通）登録」画面 

  及び「設計・調査・測量情報登録（個別）」画面で入力を行った変更内容を 

  確認します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  変更申請の手続きを中断したい場合 

  「登録」ボタンをクリックした後、入力作業を中断していったんログアウトし、時間をおいて再度ロ

グインして変更申請の続きを行うことができます。 

  「登録」ボタンをクリックしなければ入力内容は保存できません。「登録」ボタンをクリックする前に

ログアウトした場合は、入力した内容は保存されませんので、ご注意ください。 

入力を行った項目の「更新

後」の欄に変更後の内容が表

示されます。 

確認後、「登録」ボタンをクリック

します。 

申請内容に誤りがあった場合はクリッ

クすると前の画面へ戻ります。 

「印刷」ボタンをクリックする

と、この画面を印刷することが

できます。 

※ 印刷をする際は、プリンタ

の詳細設定で原稿の向きを

「縦」に設定してください。 
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設計・調査・測量
１７．「データ登録完了」画面 

  →設計・調査・測量のデータの入力が完了した状態です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入力がすべて終了した場合は、ここをクリックします。

「工事等申請受付システムメインページ」（→ ２２ペー

ジ）へ進み、登録内容を確認後、入力データの送信を行

ってください。 

土木施設維持管理を申請して

いる場合表示されるボタンです。

変更できる事項はありません

ので、このボタンはクリックしな

いでください。 

 個別情報を変更する（登記上の 

所在地と実際の所在地が異なる場合

に登記上の所在地を変更する）場合

のみ、このボタンをクリックします。

 １５ページ「申請自治体選択」画

面からこの画面までの入力を、申請

自治体数分、繰り返します。
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土木施設維持管理
１８．「土木施設維持管理情報登録（共通）」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１９．申請自治体選択画面 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(個別情報の修正を行う場合) 
  登記上の所在地と実際の所在地が異なる場合で、登記上の所在地の変更を行う場合は、登録し 

 ている自治体すべての個別情報を修正する必要があります。代表窓口自治体の変更終了後、こ 

 の画面に戻って他の申請先自治体の変更を行います。 

 

前画面に戻ります。

この画面では変更事項がないので、そ

のままクリックします。 

このボタンをクリックすると、「共

通・基本情報」画面へ戻ります。 

（→ ５ページへ） 

土木施設維持管理の登録をしてあ

る自治体の欄に「登録済」が表示

されています。 

代表窓口自治体の「申請」ボタンをクリックします。 
※個別情報を変更しない場合も、代表窓口自治体の「申請」ボタンを 
 クリックしてください。  

個別情報の変更を行わな

い場合、代表窓口自治体以

外の自治体の｢申請｣ボタ

ンはクリックする必要は

ありません。 
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土木施設維持管理
２０．「土木施設維持管理情報登録（個別）」画面 

   → 登記上の本店所在地が実際の住所と異なる場合に、 

       登記上の本店所在地の変更を行う画面です。 

     変更がない場合は、そのまま次の画面へ進みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更後（変更がない場合は、

そのまま）「確認」ボタンを

クリックします。 

前の画面へ戻ります。

入力できるのは「予備欄１」のみです。 

※共通・基本情報の本店又は主たる営業所の所在地が登記（又は住民登録）上の本

店の所在地と異なる場合のみ入力します。 

変更が生じた場合、所在地を都道府県名から入力してください。（全角80 文字以内）

 

※ 建設工事を登録している場合は、「建設工事情報登録（個別）」画面（→ １０ペ

ージ）と同じ内容が表示されています。 

※ 設計・調査・測量を登録している場合は、「設計・調査・測量情報登録（個別）」

 画面（→ １６ページ）と同じ内容が表示されています。 
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土木施設維持管理

土木施設維持管理

２１．申請書入力データ登録確認画面 

  「基本・共通情報」画面及び「土木施設維持管理情報登録（個別）」 

 画面で入力を行った変更内容を確認します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２２．「データ入力完了」画面 

→土木施設維持管理のデータの入力が完了した状態です。 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入力を行った項目の「更

新後」の欄に変更後の内

容が表示されます。

確認後「登録」ボタンを

クリックします。 

申請内容に誤りがあっ

た場合はクリックする

と前画面へ戻ります。 

「印刷」ボタンをクリックする

と、この画面を印刷することが

できます。 

※ 印刷をする際は、プリンタ

の詳細設定で原稿の向きを

「縦」に設定してください。 

入力がすべて終了したら、ここをクリックします。 

「工事等申請受付システムメインページ」（次の画面）へ進み、

登録内容を確認後、入力データの送信を行ってください。

 個別情報を変更する（登記上の所在地と実際の所在地が異なる場合に 

登記上の所在地を変更する）場合のみ、このボタンをクリックします。 

 １９ページ「申請自治体選択」画面からこの画面までの入力を、申請 

自治体数分、繰り返します。 
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入力作業がすべて終了したら、データ確認と入力データ送信を行います。入力データ送信まで

行わないと、変更申請をしたことになりませんので、ご注意ください。 

共  通 
２３．工事等申請受付システムメインページ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「登録内容確認」

をクリックしま

す。 
ここをクリックすると「業

務区分の選択」画面（２ペ

ージ）に戻り、ログアウト

になります。 

ここをクリックすると、再

度変更を行うことができ

ます。（→ ５ページへ）
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共  通 
２４．「入力内容確認」画面 

  変更の有無にかかわらず、申請先自治体すべてに対する登録内容が 

 表示されます。変更した内容が正しいかどうか確認してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手順① 

変更申請の内容をお手元に

残しておくために画面印刷

を行います。 
必ず行ってください。 

手順② 

変更内容が正しいことを確認し、

画面印刷が終了したら、「入力デー

タ送信」ボタンをクリックします。

申請内容に誤りがあった場合はここをクリ

ックして「工事等申請受付システムメインペ

ージ」画面（→ 前ページ）に戻り、「１ 申

請書修正」ボタンをクリックします。 

「送付票印刷」ボタン

はクリックしないで

ください。 
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共  通 
２５．「入力データ送信」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請取り下げについて 
 

データ送信後、申請者から当システムを使用して申請を取り下げることはできません。 

代表窓口自治体に連絡して申請の取り下げを申し出てください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ここをクリックしてデータを送信

します。 

送信後、送付票の印刷ができます。

再度変更内容を確認する場

合、またはデータ送信を取

りやめる場合は、ここをク

リックすると前の画面へ戻

ります。 
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共  通 
２６．「送付票印刷」画面    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ※印刷はＡ４版「縦」で 
                               行ってください。 
 
 
 
 
 
 
  
 
 データ送信後に、全ての申請先自治体の「送付票」を印刷して、「添付書類」と一緒に、共

同受付窓口（埼玉県）に郵送してください。 
 なお、一部自治体は、個別に必要な書類があります。自治体分の送付票も印刷し、該当する

申請自治体に、直接「送付票」 及び「個別に必要な書類」を郵送してください。  
 
 
 
２７．工事等申請受付システムメインページ③ 

  変更申請を終了します。画面右上の  × 印をクリックして終了してください。           

 
 
 
 
 
 

「印刷」ボタンをクリック

します。 
「工事等申請受付シ

ステムメインペー

ジ」へ戻ります。 

ここをクリックすると次

の申請先自治体の送付票

印刷の画面に移ります。

表示された自治体分

のみ印刷できます。 
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変更申請後に受理状況を確認する 

 

  変更申請書のデータ送信を行い、添付書類の郵送が完了したら、「工事等申請受付システムメイ

ンページ」画面の「ステータス」の欄で、受理状況を確認します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「審査中」・・・ 変更申請を承認している自治体です。この自治体への変更申請は完了していま 

           す。 

※「受付済」・・・ 変更申請を承認していない自治体です。添付書類を郵送しているか、添付書類に 

           不足はないか確認してください。詳細は該当自治体にお問い合わせください。 

※「入力中」・・・ まだデータ送信を行っていないため、変更申請が完了していません。速やかに「入 

          力データ送信」を行ってください。（→２４ページ） 

 
 

 変更申請後（データ送信後）に変更申請の内容を確認する  

 

  変更申請書のデータ送信終了後に変更申請の内容を確認するには、「工事等申請受付システ 

ムメインページ」の「４ 登録内容確認」ボタンをクリックして「入力内容確認」画面に遷移します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

すべての申請先自治

体で変更申請の承認

等が完了するまでは、

これらのボタンは使

えなくなります。 


